
労働者死傷病報告を遅滞なく提出していますか？
● 休業４日以上の労働災害が発生した場合、労働基準監督署に遅滞なく提

出する必要があります。
● 休業４日未満の労働災害が発生した場合、１月～３月の労働災害は４月末、

４月～６月の労働災害は７月末、７月～９月の労働災害は10月末、10月～
12月の労働災害は翌年１月末までに監督署に提出する必要があります。

● 令和７年１月１日より、電子申請が原則義務化になりました。

【補足】
休業４日以上の労働災害は下記のとおり考えます。
１ 労働災害が発生した翌日を起算日とします。
災害発生日の翌日から通常勤務する場合、休業０日になります。

２ 仕事が休みの日も含む。
次の表のとおり、13日（木）に災害が発生し、18日（火）より通常勤
務する場合、休業は４日になります。
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【提出時の注意事項】
１ 事業場を管轄する労働基準監督署の安全衛生課に提出してください。
２ 労働災害が発生した日から遅くとも１か月以内に提出してください。
３ 工事現場で労働災害が発生した場合、工事現場所在地を管轄する労働基
準監督署の安全衛生課に提出してください。

４ 被災者が派遣労働者の場合、派遣先事業場及び派遣元事業場を管轄する
労働基準監督署に提出してください。

５ 和歌山労働基準監督署の管轄区域は和歌山市、岩出市、海南市、海草郡。
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